
禁止地域・規制地域での井戸の設置又は変更を予定

許可【様式第２号】

井戸使用状況報告書【様式第８号】

措置完了届出書【様式第１０号】

指
導
・
勧
告

許可・不許可までの流れ

事前協議（環境水道部環境課等）

許可申請書の提出（着工６０日前までに提出）【様式第１号の２】

南島原市地下水保全審議会の答申

市長の許可・不許可の決定（申請書受理日より６０日以内）

不許可【様式第３号の１】

竣 工

工事完成報告書（竣工後１０日以内） 【様式第５号】

着 手

市 の 完 成 確 認

廃止届出書【様式第６号】・継承届出書【様式第７号】
（当該日から３０日以内に報告）

【許可の取消】 【様式第４号】

①虚偽申請の場合
②申請内容と相違した場合
③許可日から６月以内に着手しない場合

住民説明会の開催（50m3/日以上、変更は減少する場合を除く）

※住民とは800ｍ以内の者 ※速やかに市長へ報告すること。【様式1号の1】

※条例第11条第4項により許可
に条件を付す場合があります。


